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内部統制システムの構築に関する基本方針 

 

 当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、内部統制システムの構築において遵守す

べき基本方針を定める。当社は、本基本方針に基づき内部統制システムを適切に構築し運用

するとともに、その構築・運用状況を定期的に評価し、必要な改善を図ることにより、より

一層実効性のある適正な内部統制システムを構築・運用していくものとする。 

 

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制 

当社は、ミッションである「私たちアイ・エス・ビーグループは卓越した技術と魅

力ある製品・サービスで心豊かに暮らす笑顔溢れる社会づくりに貢献します。」の実現

を目的として、企業活動における遵法および社内規程・諸要領の遵守、コンプライア

ンス倫理の向上に関する事項の審議および決定を適正に行うために、代表取締役社長

を委員長とするコンプライアンス委員会において、コンプライアンス体制の構築・維

持・整備にあたる。 

「コンプライアンス規程」に「行動規範」を設け、お客様・株主・社員・社会をは

じめ、当社の事業に関わる世界の人々との関係において、適用される法令や社内規程

等を誠実に遵守し、ビジネス倫理・社会規範に則り、公明かつ公正に行動することを

定める。また、相談通報体制を設け、問題を早期に解決し不祥事を未然に防ぐ。通報

内容は機密扱いとし、通報者に対して不利益な扱いは行わない。 

当社の取締役、使用人は、「行動規範」に従って行動し、これに掲載のない事柄であ

っても、常に適法性・倫理性が求められていることを認識し行動する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理についての総括責任者に

管理本部担当取締役を任命する。取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は、

「文書取扱規程」に定め、これに従い当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、整

理・保存する。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 当社は、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、全社的なリス

クを総括的に管理する。「リスク管理規程」に基づき、各担当取締役のもと各部門にお

いて、その有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組む。 

 監査等委員会および監査部門は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取

締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改

善に努める。有事においては代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置し迅

速に対応する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

   当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の意思決定ならびに取締役の

業務執行状況の監督等を行う。意思決定の迅速化、職務執行の効率化等を図るため定

例の常勤役員会を毎週１回開催し、取締役会に諮る重要事項について事前審議を行う

とともに、取締役会から委任を受けた範囲において重要な業務執行を含む経営に関す

る重要事項について意思決定を行う。 

業務の運営については、中期経営計画および年次経営計画を立案し全社的な目標 

を設定する。各部門においては、その目標達成に向けて具体的施策を立案し実行する。 

職務執行が効率的に行われるよう経営会議を毎月１回開催し、施策および効率的な

業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。 
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５．会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制 

当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社グループの取

締役等から当社への職務執行および事業内容の定期的な報告と重要案件についてグ

ループ関係部門と事前協議または事前承認を行う。当社グループ各社の管理は管理本

部担当取締役が統括し「関係会社管理規程」に基づきグループ統制室長が指揮して行

う。円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、当社グループの取締役等は定期

的に経営会議へ参加する。当社は当社グループ各社に対して、定期的に内部監査部門

による内部監査を行うとともに、当該内部監査の結果に基づいて、当社グループ各社

との間で必要な協議を行う。 

当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの事業を取り巻く様々なリスク

の洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組む。特に重要と判断したリスクおよ

び当社グループ各社に共通のリスクについては、必要に応じて、グループ横断的な管

理体制を整備する。 

当社は、グループ経営の効率的かつ適正な運営に資するために、当社グループ各社

に対し財務経理、人事労務、法務等の業務の支援・指導を実施し、またグループ全体

で整合した中期経営計画および年次経営計画を策定し、目標を定め、毎月開催の取締

役会および経営会議において当該目標の達成状況を報告するなどグループ全体での

一体的な運営を図る。 

当社は、当社グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、コンプ

ライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。

また、グループ共通の「行動規範」を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグ

ループ全体とする。 

 

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役およ

び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事

項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項 

監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場

合、他の取締役は監査等委員と協議の上、監査等委員会の業務補助のため取締役また

は使用人を置く。その場合、当該取締役および使用人の任命、異動等の人事権に係る

事項は、他の取締役と監査等委員が意見交換し規程に基づいて決める。また当該使用

人の人事考課ならびに当該取締役および使用人への業務指示は、常勤監査等委員が行

う。なお、当該取締役および使用人は、当社の他の取締役および執行役員ならびにそ

の指揮下にある使用人を介さず、当社の監査等委員会から直接指示を受け、また当社

の監査等委員会に直接報告を行う。 

 

７．取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人などが監査等委員会に報告

をするための体制ならびにその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確

保するための体制 

代表取締役社長および業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議にお

いて随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人、ならびに当社グル

ープの取締役、監査役その他これらに相当する者および使用人、またはこれらの者か

ら報告を受けた者は、当社および当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事

実および不正行為や重要な法令ならびに定款違反行為があることを発見したときは、

規程に従い、直ちに当社もしくは当社グループ各社の担当部門を介しまたは直接に監

査等委員会に報告する。 

なお、当社および当社グループは、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該

報告を行ったことを理由として不利益な扱いは行わない。 



 3 / 3 

2023/3/30  

監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握

するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、

主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役また

は使用人にその説明を求めることとする。 

なお、監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査

内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。内部監査部

門とも連携して効率的な監査業務を行う。 

当社は、監査等委員の職務執行上必要な費用を支弁するため、毎年、一定額の予算

を設ける。また、監査等委員からその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは

償還等の請求を受けたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要

でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求に応じる。 

 

８．財務報告の信頼性および適正性を確保するための体制 

 当社および当社グループは、財務報告の信頼性および適正性を確保するための体制

を構築し、適切な運用を実施するため、財務・会計に関係する諸規程を整備するとと

もに、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓発を行うことにより、

財務報告に係る内部統制の充実を図る。 

 当社および当社グループならびにその監査等委員、監査役、監査部門、および各部

門は連携してその体制の整備・運用状況を定期的に評価し、是正・改善の必要がある

ときには、その対策を講ずる。 

 

９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況 

 当社および当社グループならびにその役員および使用人は、社会の秩序や安全に脅

威を与える反社会的勢力および団体に対しては、その圧力に屈することなく毅然とし

た態度で臨むものとし、取引関係を含めた一切の関係を遮断することを、基本方針と

する。 

 反社会的勢力の排除に向け、当社および当社グループは、「行動規範」において、反

社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むこと、および一切の関係を持たないことを

定めるとともに、コンプライアンス委員会を通じて、各部門における「行動規範」の

遵守状況をモニタリングし、定期的に、役員および使用人に対し、教育、研修等によ

り関連法令、同規則に関する内容の周知徹底を行う。 

 また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に所属し、同連合会から反

社会的勢力に関する活動状況を適宜収集し、反社会的勢力からの被害防止の対策を講

ずる。 

 

以上    


